
プランターを設置サクラを植樹 ツツジやユキヤナギ等の低木を植樹

芝生

芸術文化体験棟

文化財修復・展示棟

情報発信棟

シマネトリコ等の高木を植樹

■指定管理業務の範囲 （６）植栽管理業務

交流にぎわい棟

凡例
植栽エリア
プランター

芝生
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※本資料は計画段階のものとなります。


